
 

別紙様式５－１ 

近畿中国森林管理局入札監視委員会 審議概要 

（ホームページ掲載日：令和３年１１月１日） 

開催日及び場所 

令和３年９月１４日（火曜日） 

近畿中国森林管理局外 ＷＥＢ会議  

委  員 

千葉 康平  （千葉法律事務所 弁護士） 

岩本 大   （岩本会計事務所 公認会計士） 

平田 ちさ  （ビギンズ会計事務所 税理士） 

審議対象期間 令和３年４月１日 ～ 令和３年６月３０日 

審議対象案件 
２１２件 うち、１者応札案件９９件 

         契約の相手方が公益社団法人等の案件０件 

抽出案件 

一般競争 
 ２６件（抽出率１２％） うち、１者応札案件１４件  （抽出率５４％） 

         契約の相手方が公益社団法人等の案件０件  

随意契約 
３件（抽出率１％） うち、見積者が１者の案件２件  （抽出率６７％） 

         契約の相手方が公益社団法人等の案件０件  

抽

出

案

件

内

訳 

工 事 

事 業 

一般競争 
 ２５件 うち、１者応札案件１４件 

         契約の相手方が公益社団法人等の案件０件 

随意契約 
  １件 うち、見積者が１者の案件１件 

         契約の相手方が公益社団法人等の案件０件 

物品役

務等 

一般競争 
  １件 うち、１者応札案件０件 

         契約の相手方が公益社団法人等の案件０件 

随意契約 
  ２件 うち、見積者が１者の案件１件 

         契約の相手方が公益社団法人等の案件０件 

（特記事項） 

  

委員会の意見・質問、 

それに対する回答等 

意 見・質 問 回 答 等 
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３ 

 

 

総合評価落札方式の入札の評価につ

いて、技術提案加算点には企業評価と

技術者評価があるが、これらの評価に

当たっては採点表のようなものがあ

って、客観的な採点根拠に基づいて、

点数を付けているのか。 
 
No.15 の治山工事は 6 者が資格申請

を行い、最終には2者が辞退して4者

の応札になっているが、各社が取り組

みやすい工事ということと、金額が大

きいということから入札参加者が多

かったのか。 
 
No.15の治山工事について、同村内に

所在する各業者の工事費内訳書を見

ると、工種によって金額が似ているの
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企業の施工実績や配置予定技術者の能力

などの評価項目ごとに評価基準や配点を

定め、それに基づき入札に参加する企業

ごとに客観的に点数を付けている。 
 
 
 
入札参加者数は工事規模にある程度関係

する傾向があると考えている。 
なお、辞退した２者は他県の業者であり、

自県内の工事との兼ね合い等から応札ま

でには至らなかったのかもしれないと考

えている。 
 
業者が同じ積算システムを使う、あるい

は同じ下請業者に見積もりを依頼する場

合などには積算額が同額となることはあ
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５ 

はなぜか。 
 
No.108 の造林・生産事業の随意契約

では、10 者に見積案内を行ったにも

かかわらず、見積もりを提出したのは

森林組合１者だけでほかの 9 者は辞

退した。これは、当該事業の難易度が

高いためか。 
 
 
 
 
 
 
 
No.36の造林・生産事業では、森林組

合１者の応札となっているが、この地

域にはこの業者のほかに事業遂行能

力がある森林組合やJVなどの業者は

いないのか。 
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り得ると考える。 
 
本事業では、伐採等の素材生産と植付け

等の造林の両事業を実施する必要がある

が、このような事業の場合、両事業を実施

できる森林組合や造林業者と素材生産業

者とが JV を組むなどして事業を実施し

ていただいている。今回の場合、10 者に

見積案内を行ったが、手持ちの事業でい

っぱいであるとか植付け作業はできる

が、伐採作業はできないといった企業の

事情等により、結果的に森林組合１者の

みの見積書の提出となったのではないか

と考えている。 
 
本地域では、応札業者のほかにも事業を

実施できる業者はいるが、民有林の森林

整備事業が増加しているとの情報があ

り、その影響で、業者の手持ち事業から国

有林の事業への入札参加が少ない状況が

続いており、森林組合 1 者のみの応札に

なったのではないかと考えている。 
 

委員会による意見の具

申又は勧告の内容 

 

［これに対し部局長が

講じた措置 ］ 

 

各工事・業務に係る入札並びに契約手続等について説明を受け、その内容を審議した結果、

適正に実施されていると判断する。 

 

事務局 ： 近畿中国森林管理局 企画調整課 

 

（注）１： 必要があるときは、各事項を著しく変更することなく、所要の変更を加えることができる。 

（注）２： 公益社団法人等とは、公益社団法人又は公益財団法人（一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公 

益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第４２条第１

項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含む。）をいう。 



別紙様式６－２

開催日及び場所

委　　員

申　立　日 件　　　名 契約方式 契約年月日

平成　年　月　日 平成　年　月　日

委員会による意見の具申又は勧告
の内容

［ これに対し部局長が講じた措置 ］

　内 容 等

　　　　　　　　　「該　当　な　し」

近畿中国森林管理局入札等監視委員会　苦情処理会議審議概要

再苦情申立概要

令和３年９月１４日　（火曜日）　近畿中国森林管理局外 ＷＥＢ会議

委員からの意見・質問、 それに対
する回答

千葉　康平　　（千葉法律事務所　弁護士）
岩本　大　　　 （岩本会計事務所　公認会計士）
平田　ちさ　　 （ビギンズ会計事務所　税理士）

意見 ・ 質問 回　　答


